
令和４年度第４回経営協議会議事要旨

    日 時 令和４年１０月２５日（火）１２時５５分～１４時２５分

    場 所  札幌駅前サテライト（教室１）

   出席者 学外委員：今井、柿沼、倉本、蔵本、松岡、見上

学内委員：蛇穴、後藤(泰)、海老名、横山、髙見

       陪 席 者：後藤(ひ)、佐川、田口、曽我、加藤

     欠席者 串田

  議事に先立ち、学長から、資料１に基づき、第３回議事要旨（案）について説明

があり、了承された。

○議 題

１．令和４年度人事院勧告に伴う本学の対応について

髙見副学長及び人事課長から、資料２－１及び資料２－２に基づき、令和４年度

人事院勧告に伴う本学の対応等について説明があり、審議の結果、原案どおり了承

され、学内手続きを進めることとした。

２．就業規則の改正概要（定年の引上げ等について）

  髙見副学長及び人事課長から、資料３に基づき、国家公務員法等の改正に伴う定

年年齢の引上げ等に関し、本学の対応について就業規則の改正概要に沿って説明が

あり、審議の結果、原案どおり了承され、学内手続きを進めることとした。

○報 告

１．令和５年度概算要求額について

髙見副学長及び財務部長から、資料４に基づき、文部科学省から財務省へ提出さ

れた令和５年度概算要求額について、報告があった。

２．本学を取り巻く財政状況について

髙見副学長及び財務部長から、資料５に基づき、非常に厳しい見通しとなってい

る第４期中期目標期間中の本学の財政状況に関し、シミュレーション結果や今後に

向けての課題と、これを改善するための施策について、報告があった。

３．国立大学法人及び大学共同利用機関法人の信用を失墜する行為があった場合の

国立大学法人運営費交付金の取扱いについて

髙見副学長から、資料６に基づき、信用を失墜する行為があった場合の運営費交

付金の取扱い（措置額の算定方法等）について、文部科学省から通知があった旨の

報告があった。

                                以 上


